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はじめに

　2020年３月，雇用年齢を70歳までとする努力義務

を制定する法律，「改正高年齢者等の雇用の安定等

に関する法律」（以下「改正高齢法」）が可決成立１し，

2021年４月から施行されている。「70歳」というイ

ンパクトが強く，法改正成立時には新聞，ニュース

等で大きく報じられた。

　わが国が高齢者雇用を考えていかなければならな

い理由に，少子高齢化，将来の労働力人口減少が挙

げられる。

　1989年の合計特殊出生率（以下「出生率」が1.57

まで低下し，「1.57ショック」２と名付けられた。翌

1990年には政府が出生率の低下を問題と認識３し，

1994年には「今後の子育て支援のための施策の基

今後の定年法制に関する一考察 
－2012年および2020年高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の改正から－ 

A Consideration on the legal regulatic of the retirement system for the future in Japan 
－The point at issue on revisions the Act on Stabilization of Employment of Elderly Persons in 2012 and 2020－

 丸　山　美　幸 

要約

先進国の多くが定年制は年齢差別にあたるとして禁じるなか，我が国で定年制が社会広範に認知され，法令

で認められている。定年制が社会的に認知されるゆえ，2021年３月に次のニュースが各メディアで報じられ

た。

「来月（2021年４月）から，70歳までの就業確保策の努力義務施行開始」である。少子高齢化は誰もが知る

ところであり，少子高齢化に伴う将来の労働力不足について皆衆目している。努力義務であるにせよ，就業年

限が70歳となる将来を多くの国民が意識することになった大きな契機である。

日本における定年制に関する法律は「高年者等の雇用の安定等に関する法律」（以下「高齢法」）で規定され

ている。この法律は1971年「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法」を前身として，1986年に制定

された。70歳までの就業確保努力義務は，2020年の同法改正によって定められた。この法律による社会的影

響が大きな改正を振り返ると，2012年の改正高齢法によって65歳までの雇用確保義務を決めたときであろう。

2012年の改正高齢法では定年年齢は60歳のままで，65歳までの雇用確保を義務付けた法改正である。

65歳まで雇用確保義務，70歳までの就業確保措置努力義務，この２つの法改正を取り上げ今後の定年制につ

いて考察するものである。
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本的方向について」（エンゼルプラン）が策定され，

少子化対策を講じているものの，少子化に歯止めが

かかっていない。2005年には出生率が1.26まで低下

した。この後出生率は僅かながら上昇しているが，

2020年の出生数は過去最少の84万835人，出生率は

1.33である４。

　2021年の労働力人口は，２年連続減少の6667万

人５。2040年の労働力人口は，ゼロ成長・参加現状

シナリオでは5,460万人に減少すると見込まれてい

る６。

労働力人口に占める高齢者の割合は，1985年に

は5.0％であった。これが2013年に9.9％，2021年に

13.4％に至っている。今後総人口と生産年齢人口が

減少し，労働力人口に占める高齢者の割合は増加す

ることは避けられないであろう。

我が国では，年齢を理由として雇用契約を強制的

に終了できる「定年制」が存在する。他の先進諸国

では年齢差別にあたるとして，一部の仕事を除いて

定年制は禁じられている７が，高齢法によって，「定

年制」が認められる。

　高齢法第８条では，定年を定める場合は「60歳」

を下回ることができないと規定されている。定年年

齢は「60歳」なのである。しかし，同法第９条で高

年齢者確保措置として，65歳までの雇用を義務付

けている。これが2012年高齢法改正による定めであ

る。65歳までの安定した雇用確保措置として，①当

該定年の引上げ　②継続雇用制度の導入　③当該定

年定めの廃止，このいずれかを講じることが義務付

けられている。

　そして2021年４月に施行された，70歳までの雇

用確保努力義務が同法第10条に規定された。この内

容については後述する。70歳までの雇用確保努力

義務が法制化されても，我が国の定年年齢は「60歳」

であり「65歳」，「70歳」ではない。

2020年改正高齢法が可決成立した翌2021年，高

齢法が適用されない公務員は定年年齢を段階的に

65歳まで引き上げることが決定した８。国家公務

員，地方公務員とも現在の定年60歳を2023年度か

ら2031年度まで２年ごとに１歳ずつ定年年齢を引

き上げ，2031年度から原則定年年齢が65歳となる。

民間に先んじて公務員の定年年齢は65歳に引き上

げられることが決定した。

高齢法では70歳までの就業確保措置努力義務が

定められたが，定年年齢は「60歳」のままである。

１．高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

の変遷

　高齢になれば新たに仕事に就くことは困難と考え

られる。失業のリスクが高い高齢者に対して，政府

は高齢者雇用対策を講じてきた。我が国に限らず，

他国でも高齢者に対する雇用保護政策が講じられて

いる９。我が国が第二次世界大戦終結後（以下「戦

後」）から講じてきた高齢者雇用対策を確認してみ

る。

　戦後直後は失業問題がきわめて深刻であり，

1945年11月の復員及び失業者数の推計は1,342万人

で，これは全労働力の30～40％に当たる人数であっ

た10。このような状況下，1947年に制定された失業

保険法では，高年齢者に対する雇用政策の一環とし

て，失業給付の給付日数に勤続期間による差異が付

けられた。（柳澤 2016）なお，このときの中高年は

35歳以上である。

1960年，労働省による年齢構成に着目した本格

的な雇用情勢調査が行われ，通達（昭和36年職発第

181号）により中高年層の職業紹介が強化された。

（柳澤 2016）柳澤は，「この段階までは高齢者雇用

法制策の前史の段階」と定義付けている11。

　1966年，雇用に関して必要な施策を総合的に講ず

る目的として雇用対策法12が制定されると，職種ご

とに中高年労働者（当時は35歳以上）を一定の雇用

率となるよう努力義務を課した13。

1968年４月には，政府が「定年延長の促進につい

て」を発表し，定年延長を後押しすることを明確に

して，定年制の実態を「雇用管理調査」14として定

期的な調査が実施されることとなった。

1971年には現在の高齢法の前身である「中高年齢

者等の雇用の促進に関する特別措置法」が制定され

た。労働省令により中高年は45歳以上，高齢者は55

歳以上に改められ，政府は民間企業に，45歳以上の
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中高年労働者に対して職種ごとの一定の雇用率を確

保する努力義務を課した。

1974年の雇用対策法改正では，定年の引上げを

行った中小企業に対して定年延長助成金制度が導入

され，これ以降，高齢者雇用を促進するための多様

な助成金制度が設けられる基盤が作られた。（柳澤

2016）

　1986年４月30日，政府は「高年齢者の雇用就業対

策に関する総合的な法律に抜本改正する15」として

「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法」

が，現在の「高年齢者等の雇用の安定等に関する

法律」16に改正され，1986年10月１日に施行された。

定年制を直接規制対象とする法令はこれが最初であ

る。ここで60歳定年の努力義務化17が定められた。

1990年，65歳定年の努力義務化18が規定され，

1994年には60歳以上定年を義務化19 ，2000年には65

歳までの継続雇用と65歳定年を努力義務化20した。

　2004年，65 歳までの高年齢者雇用確保措置，現

高齢法の第９条高年齢者雇用確保措置に，定年の引

上げ，定年制の廃止，継続雇用制度の導入のいずれ

かの導入義務化が定められた21。しかし，義務規定

でありながら，労使の協定があれば，企業が対象労

働者の勤務成績等の基準を定めて継続雇用制度の対

象者を選定する制度を適法なものと規定したため，

65歳までの雇用義務化には至らなかった。65歳ま

での雇用義務22が実際に規定されたのは，2012年改

正高齢法である。

そして2020年の改正高齢法において，70歳まで

の就業機会確保措置の努力義務化が規定された23。

　戦後直後の高齢者雇用施策は中高年に失業給付を

手厚くする失業対策（柳澤 2016）であったが，現

在の高齢法における高齢者雇用施策も「高年齢者の

雇用就業対策に関する総合的な法律」として高齢者

の失業を防止する機能を担っている。高年齢労働者

に対する雇用施策は，その時代の社会情勢の変化に

対応しながら70年以上行われていることになる。

２．2012年改正高年齢者等の雇用の安定等に

関する法律

　前項において65歳までの雇用義務化は，2004年

改正高齢法で行われたことを述べた。65歳まで雇

用する方法は，定年の引上げ，定年制の廃止，継続

雇用制度の導入のいずれかを講ずると定められた。

しかし2004年改正高齢法では，65歳までの雇用が

事実上義務化されなかったのである。雇用確保措置

に雇用継続制度を用いた場合，労使協定によって継

続雇用する労働者を選別することが可能だったため

である。継続雇用が難しいと想定されるような基

準，「60歳定年までの全期間において，人事評価が

全て最高値の者」このような労使協定を締結するこ

とによって，事実上継続雇用をしない労働者を大多

数とすることを可能にしていた。

　厚生労働省が毎年従業員31人以上の企業等24に対

して実施する「高年齢者の雇用状況」の2012年６

月１日時点においての調査結果「平成24年（2012

年）高年齢者の雇用状況」では，65歳までの雇用

確保措置は全企業規模において，定年年齢引上げが

15.7％，定年制廃止が3.0％，継続雇用制度は81.2％

であった。65歳までの雇用確保義務が課され，８割

の企業が継続雇用を講じているが，雇用義務を実施

していない可能性がうかがえる義務規定であった。

この「高年齢者の雇用状況」では301人以上企業規

模と，300人以下の結果が表記されているが，301

人以上企業規模において継続雇用制度の導入割合

は，93.4％であった。この時期，継続雇用制度導入

企業においては，65歳までの雇用確保はなされて

いなかったと解するのが現実的であろう。

2012年に高齢法を改正しなければならなかった

大きな理由は，1994年と2001年に改正された厚生

年金法改正にある。1994年改正厚生年金法では，厚

生年金の定額部分を2001年度から2013年度にかけ

て３年ごとに１歳ずつ支給開始年利を60歳から65

歳に引き上げることが規定された（女子は５年遅

れ）。2001年の改正厚生年金法では，老齢厚生年金

「以下「厚生年金」）の報酬比例部分を2013年度から

2025年度にかけて３年毎ごとに１歳ずつ支給開始
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年齢を60歳から65歳へ引き上げることが規定され

た（女子は５年遅れ）。2013年４月から60歳では厚

生年金が受け取れないことが10年以上前に決めら

れていたのである。

　このころの社会情勢，雇用市況を振り返ると，

2008年に起きたリーマンショックによって有効求

人倍率は1.0を下回り，2013年までこの状況が続き，

2009年には0.47倍まで低下した25。失業率も同様に

悪化し，2009年の失業率は5.1％，翌2010年の失業

率も5.1％，2011年には東日本大震災があり，統計

結果もこの影響を除いて4.6％と発表されたが，前

２年よりも雇用情勢が労働者側に厳しかったことは

容易に想定できる。このような雇用情勢が悪化した

状況において，60歳以上労働者の雇用確保，定年の

引上げ等を講ずる必要に迫られていたのである。

　2012年改正高齢法の議論は，政府が厚生労働省に

2010年11月，学識経験者７人で構成する「今後の

高齢者雇用に関する研究会」（以下「研究会」）を設

置したときから公式に公開された形での開始と見て

いい26。研究会は，「希望者全員の65歳までの雇用

確保と年齢に関わりなく働ける環境の整備の検討」

を行った。翌2011年６月「今後の高年齢者の雇用

に関する研究会報告～生涯現役社会の実現に向けて

～」をまとめ，その後政労使での議論が行われたが，

この研究会の報告書は改正高齢法に寄与することと

なった。

　2011年５月，労働側代表格の連合は，希望者全員

の「協約化」を求めた。具体的には「雇用と年金を

確実に接続させるため，高齢法で定める三つの雇用

確保措置（65歳以上の定年年齢引き上げ，継続雇用

制度の導入，定年の定めの廃止）のいずれかを導入

する。」これを表明した。

　2011年６月，研究会が取りまとめた報告書では，

「ただちに法定定年年齢を65歳とすることは困難」

としつつ，当面の施策としては「希望者全員の65歳

までの継続雇用」を掲げ，対象者選定基準制度は廃

止すべきと明記した27。さらに，「勧告を行っても

雇用確保措置を講じない場合に企業名の公表も検討

すべき」28とした。

　2011年７月，使用者側代表格の日本経済団体連合

会（以下「経団連」）は，2011年６月に公表された

研究会報告に対応する形として「今後の高齢者雇用

のあり方について」を発表した。研究会報告書で示

された雇用と年金の接続を「企業の社会的責務」29

と述べていたことに対して，「企業だけに責任を押

し付けている，あくまでも社会全体の負担にすべ

き」と意見表明30した。

2011年９月から労働政策審議会　雇用対策基本

問題部会の審議が始まり，翌2012年１月に建議31が

行われた。建議は研究会報告に沿って「雇用と年金

を確実に接続させるため，現行の継続雇用制度の対

象となる高年齢者に係る基準は廃止することが適当

である」という結論に達しているが，いくつかの附

帯的な記述がなされている。一つはその際，就業規

則における解雇事由又は退職事由（年齢に係るもの

を除く）に該当する者について継続雇用の対象外と

することもできるとすることが適当である（この場

合，客観的合理性・社会的相当性が求められると考

えられる）」という記述32である。ここで法上文案

に継続雇用の対象外を詳細に明記したことは，使用

者側への配慮であった33。

　しかし，使用者側は定年後継続雇用の基準廃止へ

の反発が収まらず，経団連は「建議を引続き当該基

準制度で維持する必要がある」，「新しい基準制度を

認めるべき」と使用者側の意見を付記した反対意見

を表明した34。

そのため雇用と年金の接続を「企業の社会的責

務」とするような，年金（報酬比例部分）の支給開

始年齢の引上げスケジュールに従って段階的に基準

を廃止していく妥協案で決着した。また，経団連が

意見書で強く求めていた転籍先の拡大が示され，事

業主が雇用確保の責任を果たしたと言える範囲に，

同一親会社の複数の子会社間，子会社に当たらない

関連会社にも拡大することは盛り込まれた。雇用確

保措置を講じない場合の企業に対する指導は，企業

名公表35で妥結した。

2012年高齢法改正では継続雇用における労使協

定による選別を禁じ，希望する労働者を65歳までの

継続雇用することが義務付けられた。ただし，先に

述べた「厚生年金（報酬比例部分）の支給開始年齢
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の引上げスケジュールに従って段階的に基準を廃止

していく妥協案」として，厚生年金の報酬比例部分

の支給開始年齢に合わせて，2016年３月31日まで

は61歳，2019年３月31日までは62歳，2022年３月

31日までは63歳，2025年３月31日までは64歳を雇

用確保の上限年齢とすることが経過措置36として定

められた（図表１）。継続雇用の上限年齢を超える

部分については，労使協定にて継続雇用対象労働者

の選別要件を定めることは可とされた37。

政府は，厚生年金の支給開始が61歳に引き上げら

れることに伴い，無年金者，失業者を生まないため

に，使用者側に労働者の雇用確保を要請した。当時

の社会情勢は高い失業率，低い有効求人倍率から雇

用機会の拡大を図るのには難しい状況にあり，使用

者側は大きく反発した。しかし無年金者，失業者を

生まないために雇用確保義務を企業に課すことを法

制化した。

　定年年齢「60歳」の法令は変更せず，65歳までの

雇用を義務化する2012年改正高齢法であるが，事実

上65歳までの雇用を義務付けられる使用者側から

は，大きな反発があった。法改正を議論していた時

期の経済情勢も，この法改正が容易に可決成立に至

らなかった要因と言えよう。公的年金と高齢者雇用

施策の繋がりを現実問題として誰もが認識する，大

きな改正であった。

2012年改正高齢法について独立行政法人労働政

策研究・研修機構（以下「JILPT」）が行った研究

結果『70歳就業時代の展望と課題』（2022）（労働政

策研究報告書№211）のなかで，「2021年改正高齢

法が行われなかった場合に比べて，60～64歳の常

用労働者数が2012年からの７年間で１企業当たり

約2.7人，64歳までの全常用労働者に占める比率が

約0.8％増加したことが判明し，１年以上（見込み

を含む）且つ所定労働時間が１週間で20時間以上と

いう，短期間でも短時間でもない常用労働者の雇用

が着実に増えている点が明らかとなった」と報告し

ている。（JILPT 2022 P.40）JILPTの研究から，2013

年４月から失業者を生まないという政府目標が一定

程度達成したと言えよう。

2012年改正高齢法の議論のなかで，使用者側が

「雇用の責任を企業に押しつけた」と意見表明した

が，この法改正の決着は致し方なかったのではない

だろうか。

我が国では職務経験を持たずに新規学卒で就業

し，その企業で勤め続ける内部労働市場施策が労働

政策の中心に置かれている。現在，JILPTで労働政

（図表１）老齢厚生年金の支給開始年齢と継続雇用年齢の経過措置

出典）厚生労働省（2012）「高年齢者雇用安定法Ｑ＆Ａ（高年齢者雇用確保措置関係）」
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策研究所長を務める濱口桂一郎は，「歴史に学ぶ高

齢者雇用」（『エルダー』2021年５月号）のなかで，

2012年改正高齢法について，2000年改正高齢法の

65歳までの雇用努力義務と，2001年改正雇用対策

法で制定された年齢差別規定についてふれ，「外部

労働市場型の高齢者雇用政策に進化している第一歩

となり得たかもしれないが，その後は依然として

（外部労働市場政策は）裏道であり続けた」と評価

しているとおり，内部労働市場，結果として定年前

に就労している企業での雇用維持施策とならざるを

得なかったと思料する。

３．2020年改正高年齢者等の雇用の安定等に

関する法律ならびに関連法改正

　2012年高齢法改正から８年，高齢法は再度大きな

改正を行った。2020年３月31日，70歳までの就業

を努力義務とする改正高年齢者雇用安定法（令和２

年３月31日法律第14号　以下「2020年改正高齢法」）

が可決成立した。一言で述べれば，70歳までの就業

機会確保努力義務を規定したものである。2012年

改正高齢法と大きく異なるのは，2012年改正高齢

法は「65歳までの雇用確保義務」義務規定であるの

に対し，2020年改正高齢法は「70歳までの就業機

会の確保のために事業主が講ずるべき措置（努力義

務）等について」努力義務規定である。「就業機会

の確保」とあるのは，雇用以外の就労形態を含めた

からである。

この法律施行は翌2021年４月１日であるが，「70

歳」というインパクトが大きく，この法律改正が決

まったときは新聞，テレビ，インターネット等のメ

ディアで大きく報道され，多くの国民の衆目を集め

た。

　2021年４月から施行されている2020年改正高齢

法では，65歳までの雇用確保に加えて70歳までの

就業確保措置の努力義務として，以下のいずれかを

講ずるとする。

　①70歳までの定年引上げ

　②定年制の廃止

　③ 70歳までの継続雇用制度（再雇用制度・勤務延

（図表２）公的年金の受給開始年齢の選択肢拡大

出典 ）年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要改正の趣旨 （令和２年法律第40号，令和２
年６月５日公布）P７
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長制度）の導入

　　 （特殊関係事業主に加えて，他の事業主による

ものを含む）

　④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制

度の導入

　⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制

度の導入

　　ａ．事業主が自ら実施する社会貢献事業

　　ｂ ．事業主が委託，出資（資金提供）等する団

体が行う社会貢献事業

　2020年改正高齢法では，以下の３点が改正のポイ

ントであると考える。

　① 自社と資本関係等のない他社での継続雇用も適

用範囲に含めた。（上記③）

　② 雇用以外の方法（業務委託）も適用範囲に含め

た。（上記④）

　③ 創業支援等措置を導入（要労使協定）して社会

貢献活動に従事する選択肢を含めた。上記⑤）

　2020年改正高齢法可決成立の経緯はどうだった

のか。そのシナリオは2018年６月４日に開催され

た第17回未来投資戦略会議「未来投資戦略2018（素

案）」（以下「素案」）に描かれている38。高齢者雇

用政策において，二段階において就業確保努力義務

から義務化を計画している。第一段階の法改正で

は，65歳以降の就業の選択を７つ示した。以下の内

容が法改正で可決成立に至る素案である。

　①定年廃止

②70歳までの定年延長

③継続雇用導入

④他の企業への再就職の実現

⑤人とのフリーランス契約への資金提供

⑥個人の起業支援

⑦個人の社会貢献活動への資金提供

2020年改正高齢法では，ほぼ素案のとおり法改

正に至っている。素案では，第一段階については，

これらの就業機会確保の努力義務規定とする。ま

た，必要があると認める場合は，厚生労働大臣が事

業主に対して，個別各社労使で計画を策定するよう

求め，計画策定については履行確保を求めるものと

した39。成長戦略実行計画では，第二段階について

も明記されている。第一段階の実態の進捗を踏まえ

て，第二段階として，現行法のような企業名公表に

よる担保，所謂義務化のための法改正を検討する。

その際は，かつての立法例のように，健康状態が良

くない，出勤率が低いなどで労使が合意した場合に

ついて，適用除外規定を設けることについて検討す

る40。2020年の高齢法改正は70歳就業義務化の前段

階であることを表明している。

　2020年高齢法改正が将来義務規定になるとされ

ているなかで，2012年改正高齢法のときとは異な

り政労使での激しい論戦はみられなかった。筆者は

次の理由を挙げる。

　①義務規定と努力義務規定の拘束力の違い

　②労働市況と経済情勢の違い

　義務規定では義務違反の罰則がない場合でも義務

違反の責任を問われる定めがなされており，義務違

反によって損害を被った労働者から損害賠償請求を

受ける可能性が高い。また義務違反の事実は損害賠

償請求において，重要視される。努力義務は罰則が

なく，違反した場合の責任の重さが，義務規定と努

力義務規定では大きく異なる。

2020年改正高齢法における対応について，帝国

データバンクが2021年２月２月中旬～下旬に行っ

た「雇用動向に関する企業の意識調査」41で70歳ま

での就業機会確保の対応予定をたずねた。「（現段階

で）対応は考えていない」32.4％が最多。「分から

ない」14.9％と合わせると，半数近くの企業が対応

を決めかねている結果を示した。努力義務規定ゆえ

の対応の状況であると思料する。

　この時期の労働市況と経済情勢を確認すると，

2010年には5.1％に達した失業率が2018年，2019

年はともに2.4％まで大幅に低下した。有効求人倍

率も，2010年には1.0倍を大きく割り込む0.52倍で

あったが，2018年は1.61倍，2019年は1.60倍まで回

復した。2012年11月から2018年３月は内閣府が示

す景気動向指数の第16循環の好景気時期にあたる，

好景気下にあった。

　2020年改正高齢法は，未来投資会議42のなかで議

論された。未来投資会議では幅広い分野のなかの一

テーマであり，法改正に至る過程で2012年改正高
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齢法とは進め方，会議の開催頻度においても相違が

あった。

先述のとおり，2012年改正高齢法は10年以上前

に決定していた厚生年金の支給開始年齢が引上げら

れることに伴い，定年法制を変える必要があった。

2020年改正高齢法は高齢法そのものの改正よりも

関係法令改正が中心とも言えるような法改正がなさ

れている。

関連法改正の一つは，70歳までの就業確保を示

したことによる年金法改正43である。（以下「2020

年改正年金法」）44。2020年改正高齢法に伴う2020年

改正年金法の一部が，年金受給開始年齢の選択肢拡

大，繰下げ年齢の上限年齢引上げである。繰下げ年

齢の上限を70歳から75歳に引き上げることが決定

した45。繰下げ年齢の引上げだけでなく，2022年４

月以降60歳に達する者を対象に，繰上げ支給に対す

る減額率が0.5％から0.4％に変更された46。

2020年改正年金法で注目する改正は，働きながら

年金を受給する在職老齢年金について見直しが行わ

れた。

　在職老齢年金は，在職中の賃金によって支給され

る厚生年金額が調整される制度である。60歳～64

歳を「低在老」，65歳以上を「高在老」として支給

基準が分かれている。この改正の目的は，「制度を

分かりやすくすること」，「2030年度まで年金支給開

始年齢の引上げが続く女性の就労を支援する」47と

ある。低在老においては，賃金と支給される厚生年

金の合計額が28万円に達すると厚生年金の支給が

停止される。高在老においては，この基準金額が47

万円で設定されている。2020年改正年金法におい

て，2022年４月から低在老，高在老ともこの基準金

額を47万円とすることに改定された。（図表３）こ

の改定は低在老世代，65歳未満の就労している高

齢労働者にとっては歓迎できるものであろう。また

人手を必要とする使用者側にとっては，その解消の

一助になり得る施策であり，政府が勧める高齢者就

（図表３）在職老齢年金制度の見直し

出典）日本年金機構（2022）「令和４年４月から年金制度が改正されました」ぺージID：140010010-478-141-859
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労支援施策の一つと考える。年金財源の支出増では

あるが，男性は2025年度まで，女性は2030年度ま

での経過措置であるため，財政影響は極めて軽微と

表明している48。具体的には，低在老約26万人が対

象で支給額は約1600億円である49。

　関係法令改正のもう一つが，雇用保険法である。

雇用保険における「高年齢雇用継続基本給付金」の

改定である。高年齢雇用継続基本給付金は，雇用保

険の被保険者期間が５年以上ある60歳以上65歳未

満の一般被保険者（労働者）が，60歳以降の賃金が

60歳時点に比べて原則75％未満で働き続ける場合

に支給される。支給額は，60歳以降の各月の賃金の

15％である（受取る賃金額の上限設定あり）。2025

年４月１日以降60歳になる労働者は，この支給率が

各月の賃金の10％に低下する（施行は2025年４月）

（図表４）。高年齢雇用継続基本給付金の支給が低減

することで，就労を促す意図がみえる。

　2019年12月25日に開催された第138回労働政策審

議会職業安定分科会　雇用保険部会報告において，

「令和６年度までは現状を維持したうえで，65歳未

満の継続雇用制度の経過措置が終了する令和７年度

から新たに60歳となる高年齢労働者への同給付率

を半分程度に縮小することが適当」と表明50してお

り，これを反映した高年齢雇用継続基本給付の改定

がなされたのである。

　2012年改正高齢法では，先に変更した厚生年金

法の対応に合わせた高齢法の改正が主であるのに対

し，2020年改正高齢法は，次段階の70歳までの就業

機会確保義務の布石にあたる関連法制の改定に重み

が置かれたと筆者は思料する。

2020年改正高齢法を議論している時期の経済情

勢が良好であったことは，この法改正の成立が2012

年改正高齢法と比較して容易に成立した要因に挙げ

られる。

2020年法改正の基と言える「未来投資戦略2018」

では，第一段階を70歳努力義務，第二段階は義務化

に格上げ」を明言51している。この表明のとおりで

あれば，70歳までの就業機会確保が義務化される

（図表４）雇用保険高年齢雇用継続給付の見直し

出典）厚生労働省（2020）「高年齢雇用継続給付の見直し（雇用保険法関係）」P１
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ことになる。

JILPTの研究結において，「70歳までの就業機会

の確保を義務化した場合も，企業は65歳の雇用義務

化時（2012年改正高齢法）と同様の行動を採ること

が予想される。2010年代には運輸業や対人サービ

ス業といった産業，あるいは小規模企業や労働組合

が組織されていない企業で65歳以上の雇用がかな

り増加している。つまり需要に対して労働力の供給

が不足している企業が，年金だけでは十分な生活が

賄えない一定数の高年齢者を雇用した結果，既に65

歳以上の就業はある程度伸びていると思われる。そ

の上で法改正によって70歳までの就業確保を義務

化すれば，金融業等や中堅・大企業，組合が組織化

されている企業が，何らかの方法で65歳以降の継続

雇用を図る体制を整備することもあるだろう。ただ

し，市場全体の影響を測る際は，世代効果と影響を

受ける企業の数に留意する必要がある。65歳まで

の義務化時と違い，団塊世代は既に70歳を超えてい

るので，継続雇用にかかる人件費総額が低く見込ま

れるとすれば，企業にとって導入の障壁は低いと考

えられる。しかし他方で，70歳まで希望すれば働け

る企業は2019年の段階で全体の１割ほどのため，相

当の数の企業が継続雇用等に伴う賃金・人事制度の

見直しを迫られることも予想される。」（JILPT 2022 

P127）第二段階の70歳までの就業企画確保義務化

について，2012年改正高齢法で起きた企業側の反

発の予想，70歳までの就業機会確保措置が制定さ

れれば，そのために多くの企業が賃金・人事制度の

見直しの必要性を指摘している。

４．定年施策の現状

　現在の義務規定である高齢法第９条に定める雇用

確保措置（定年制廃止，定年引上げ，継続雇用制度）

はどのような状況か。厚生労働省の「令和３年　高

年齢者の雇用状況」集計結果52（令和４年６月24日

公表）から確認する。（図表５）

　高齢法の義務規定遵守企業は99.7％。雇用確保義

務の実施内容は企業規模全体で，

①定年制の廃止は9,190社（4.0％）

②定年の引上げは55,797社（24.1％）

③継続雇用制度の導入は166,415社（71.9％）

である。（図表５）

　定年引上げ措置は21～30人規模では28.1％の企

業が実施しているのに対して，301人以上規模では

14.4％であり，小規模企業の約半数にとどまる。継

続雇用制度措置は21～30人規模で65.2％が実施して

いるのに対し，301人以上では85.0％が実施してい

（図表５）雇用確保措置

出典）厚生労働省（2022）「令和３年　高年齢者の雇用状況等報告」P12　表３-１
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る。

　企業全体の高齢者雇用義務施策では継続雇用が７

割以上を占め，圧倒的多数ではある。なかでも大企

業は小企業規模企業に比べて約20ポイント高い。定

年制廃止，定年引上げ施策は，小規模企業に導入割

合が高い。定年制廃止は，全企業規模で実施割合が

低い。定年引上げは小規模企業では，４社に１社以

上が65歳以上定年を実施しているのに対して，大企

業ではこの実施割合が約７社に１社となる。

　2020年改正高齢法に伴い，70歳までの就業機会

確保状況をたずねている（図表６）。70歳までの就

業確保措置実施済み企業は59,377社（25.6％）で，

中小企業では26.2％，大企業では17.8％である。実

施施策の内訳は以下のとおりである。

①定年制の廃止は9,190社（4.0％）

②定年の引上げは4,306社（1.9％）

③継続雇用制度の導入は45,802社（19.7％）

④ 創業支援等措置の導入は79社（0.1％）（図表６）

⑤就業確保措置相当の措置実施は3,936社（1.7％）

　70歳基準でみると，定年引上げよりも定年制廃止

が上回る。70歳までの就業確保においても，最も多

く導入されているのが継続雇用制度である。創業支

援等措置の導入は2020年改正高齢法で定められた

措置で，導入企業数は僅少である。

雇用確保措置と同様に，70歳までの就業確保に

ついても大企業より中小企業規模の方が先んじてい

る。

　中小規模企業において雇用確保措置の定年延長が

進んでいるのは，独立行政法人高齢・障害・求職者

支援機構（以下「JEED」）が実施した調査結果53か

らも同様であった。（図表７）

301人以上企業規模の定年延長は3.6％，中小規模

企業では96.2％に達する。JEEDの調査結果では定

年延長した企業の業種と職種をたずねている。建

設，医療福祉，サービス業の専門・技術職の定年延

長割合が高い54。JEEDの調査結果では，事務職の割

合が少ない業種，専門，現業，サービス職の割合が

高い企業で定年延長が実施されている。（図表７）

　現在我が国の労働者6,667万人のうち，事務従事

者（事務職）が1,378万人の20.7％55で最多である。

2022年度第一四半期における事務的職業の有効求

人倍率は，0.395倍56である。事務的職業のなかでも

運輸交通関係の事務職等人手不足業種における事務

職の有効求人倍率は高く，一括りに事務職の求人受

給を買手市場とは言い難い面がある。求人職種の受

給バランスを見た場合，従事する労働者が多い事務

（図表６）70歳までの就業機会確保措置

出典）厚生労働省（2022）「令和３年　高年齢者の雇用状況等報告」P14　表５-１
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職に対して，高齢労働者に雇用の場を確保する困難

さは容易に想定できる。

　高齢労働者の実態はどうか。日経コンサルティン

グが行った調査57では，定年後に就業したのは定年

前と同じ会社が65.3％で最多。定年前と異なる会社

が約３割，フリーランス・自営と定年前勤務先子会

社等がそれぞれ約１割。

　定年後に働く理由（複数回答）は「自分や家族の

生活資金のため」が61.6％で最多。次いで「社会貢

献，社会とのつながりを持ちたい」48.9％，「趣味

娯楽資金のため」33.1％。

　定年後に働く上での不安は「給料や処遇の低下」

46.7％，「体力の衰え」43.5％，「記憶量や学習能力

の衰え」34.8％，が回答の多い順である（これも複

（図表８）定年延長にあたっての課題

出典）高齢・障害・求職者支援機構（2018）「定年延長　本当のところ」P36　図３-10

（図表７）定年延長企業の業種・職種

出典）高齢・障害・求職者支援機構（2018）「定年延長　本当のところ」P16　図３-10
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数回答）。高齢労働者が回答した定年後に働く不安

の理由に①「給料や処遇の低下」　②「体力の衰え」 

③「記憶量や学習能力の衰え」を挙げた。JEEDの

調査で「定年延長にあたっての課題（複数回答）」

を企業にたずねた結果，「高齢社員の賃金の設定」

30.9％，「高齢社員の健康管理支援」24.7％が上位回

答で出されており，高齢労働者の不安事項と定年延

長の課題が双方で同様に高い値で挙げられている。

（図表８）賃金，処遇という経済面，体力という健

康管理面，この２点は企業が高齢者施策を考える上

で大きな要素であることは間違いなさそうである。

　「いつまで働くか」の問いに対しては，65～69歳

が38.4％で最多。次いで70歳以上働きたいが37.0％

に上る。

この調査結果の最多回答を端的に述べると，「定

年後の処遇は，定年前と同水準で働いて業務量も定

年前とほぼ変わらない，しかし年収は低下した状態

になる。」

　2020年改正高齢法の70歳までの就業機会確保措

置の努力義務は，70歳以上働きたいとする高齢労

働者の要望には合致するものではある。

５．今後の定年制を思索する

　厚生年金支給開始年齢引上げに伴う2012年高齢

法改正は，定年施策を論じるために政府が研究会を

組織し，劣悪な労働市況にあるなか，労使が激しい

議論を展開しながら，2013年度に大量の失業者，無

年金者を発生することのないよう義務規定の定年法

制を可決成立した。

今後の少子高齢化の伸展，労働力不足等を視野に

入れて高齢者雇用の義務化を図る第一段階としての

2020年高齢法改正。この改正は努力義務規定である

が，2018年の第17回未来投資戦略会議では，「第一

段階は努力義務規定，第二段階で義務規定にする」

ことを明言しており，第二段階を想定して第一段階

の2020年改正高齢法に合わせて年金法，雇用保険法

を改正し，70歳までの就業を確保，促進する改定施

策であることが理解できる。

　現時点での政府のメッセージは，高齢法の目的に

も示している「働く意欲がある高年齢者がその能力

を十分に発揮できる」，要は高齢者が働くことを推

奨している。しかし現在最も講じられている高齢者

雇用は，定年は60際，一旦定年で区切りをつけて継

続雇用である。（図表５）定年で雇用が一旦終了す

るため，継続雇用後の処遇，条件の変更，引下げは

認められる。中小企業で約４割，大企業で約５割が

処遇を変更，実際は給与の低下を講じているのであ

る58。まずは65歳定年年齢とすべきではないか。

　前項で述べた「定年後の処遇は，定年前と同水

準で働いて業務量も定年前とほぼ変わらない，し

かし年収は低下した状態になる。」これでは高齢労

働者の勤労意欲，モチベーションを維持するのが困

難であろう。定年年齢引上げ，定年延長を決定した

理由に「高齢労働者のモチベーション向上」を挙げ

る企業は多い59。2013年に定年延長を決定したサン

トリー，ダイワハウス工業，ＹＫＫも定年延長の理

由の一つに労働者のモチベーション向上を挙げてい

る60。高齢労働者のモチベーションが低下すれば現

役世代労働者のモチベーションにも影響し，全体の

モチベーションが低下すれば企業全体の生産性に影

響を及ぼす可能性がある。

　民間企業に限らず公務においても勤労意欲，モチ

ベーションに係る指摘がなされている。

公務員の定年延長に関する平成30年度意見申出

において，現在公務員に講じられている60歳以降の

雇用確保策である再任用制度の不備，定年引上げ理

由として次の申出がなされた。「再任用職員がその

能力及び経験を十分にいかしきれていないため，こ

のまま再任用職員の割合が高まると職員の士気の低

下等により，公務能率の低下が懸念される」と指摘，

「高い行政サービスを維持していくために，60歳前

と同様に本格的に活用することが不可欠」として定

年引上げの必要性を強調している61。

　法律が60歳定年年齢としているため，労働者の価

値がここで大きく変わる。厚生労働省の2021年賃

金構造基本統計調査では，月収のピークが男性で55

～59歳で約41万3600円，女性が50～54歳で約27万

7900円。これが60～64歳になると，男性の平均月

収は31万8100円，女性の平均月収は約23万4400円
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に下がる。男性で約25％，女性で約16％低下する結

果が出されている。

　65歳定年制義務化とした場合，政府は税収，社会

保険料収入の増加，医療費の減少効果に期待するだ

ろう。社会的な課題として，若年者の雇用確保は懸

念点と考えられる。使用者側にとっては，労働力な

らびに熟練スキルや技能，ノウハウを労働者が65歳

になるまで留めておくことができる。懸念点として

は定年年齢引上げに伴う人件費等の増額，組織の高

齢化，若年労働者の確保，高齢労働者の健康管理が

考えられる。労働者にとっては，長寿に向けて経済

力を高められること，65歳まで必要とされる他者

承認が得られることが考えられる。懸念点としては

長期間就業する健康管理，学びの必要があるかもし

れない。

2025年度から男子の厚生年金支給は65歳からに

引き上げられることが決定している。（女子は５年

遅れ）現在70歳までの就業確保措置努力義務が法制

化され，これを義務化することを政府は表明してい

るが，定年年齢そのものについては述べられていな

い。現在の定年法制は，「定年は60歳で良い，ただ

し再雇用等をして65歳まで雇用しなければならな

い」という，おそらく他国では例のない法制度であ

り，まずは65歳定年年齢を法制化することが必要と

考える。

公的年金の支給開始年齢を変更する際に要した期

間は，60歳から65歳に引き上げるのに2001年度か

ら2013年度の12年間，この前に55歳から60歳に引

き上げるのにも1987年度から2000年度の13年間要

している。それぞれの改正とも，段階的に支給開始

年齢を引き上げながら支給開始年齢の引上げを完了

した。2020年改正高齢法に関連して老齢厚生年金

の支給開始年齢の繰下げ年齢を75歳までとする改

正は行われたが，老齢厚生年金そのものの支給開始

年齢を引き上げるには，過去の法改正同様に12年程

度の年月は必要であろう。2025年度に老齢厚生年

金の支給開始年齢を引上げる議論がなされる可能性

はあるが，数年後に年金の支給開始年齢を70歳とす

るという可能性は極めて低いのではないだろうか。

しかし，2025年度厚生年金の支給開始年齢が65

歳となるタイミングで，2025年度から10年程度の

ちの時期から，厚生年金の支給開始年齢を70歳とす

る法改正の可能性は否定できない。

2012年改正高齢法では，定年年齢を60歳のままと

したが，65歳までの雇用確保を義務化する厚生年

金の支給開始年齢と定年年齢が揃ったのは公務員で

ある。

公務員は定年引上げが実現した。2020年改正高

齢法成立の翌2021年６月４日，国家公務員の定年年

齢を65歳へ引き上げる改正国家公務員法62が可決成

立した。現在の定年60歳を2023年度から2031年度ま

で２年ごとに１歳ずつ定年年齢を引き上げ，2031

年度から原則定年年齢が65歳となる。この法改正で

は，原則60歳で役職定年制を導入，短時間勤務選択

を可とする，60歳以降の給与は当面直近給与の７

割程度，2031年度までに給与制度を改定すると公

表している。

公務員は定年後の再任用（高齢法の継続雇用制度

に相当）制度から定年引上げに変わった。民間企業

が65歳定年を法制化する場合，2012年改正高齢法

の議論で使用者側の反発が大きかったことから再び

大きな議論となることが予想される。しかし公的年

金の受給開始年齢と定年年齢は同じであるべきで，

高齢法で定める定年年齢は60歳で65歳までは雇用

義務とする法制度は公務員と比べて不均衡と言わざ

るをえない。

定年年齢を考える際に，中小企業に注目してほし

い。前項で述べた高齢者雇用政策で定年延長を講じ

ているのは，中小企業である。（図表５，図表６）

中小企業の定年延長理由は，「人手の確保」が第一

に挙げられている63。その人材が留まることで事業

運営がなされる中小企業も多いゆえ，定年延長施策

が講じられていることが考えられる。現状では，大

企業よりも中小企業が定年延長施策でリードしてい

る結果となっている。これらを勘案すると，65歳

定年年齢の法制化を実現するには，大企業が組織す

る経済団体が法案に声高に反論することが想定され

る。労働関連法規では例がないかもしれないが，先

に中小企業に対して，65歳定年年齢を義務付ける

ことを提唱する。中小企業が65歳定年を義務付けら
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れれば，人手不足の中小企業へ人材異動が起こる可

能性も期待できる。

2012年改正高齢法で65歳までの雇用確保が義務

化されて９年経過したが，定年廃止を施行している

企業は少ない64。高齢労働者の雇用確保措置として

は，継続雇用から定年引上げに移行する推移が確認

できる65。2012年改正高齢法を議論している時期及

び法案成立した時期には，有識者と評論家が定年制

廃止を論じている報道をたびたび目にしていた。し

かし，定年廃止を講じる企業は９年を経ても僅少で

ある（図表５）。定年制は年齢を理由とする雇用関

係の終了，強制解雇機能がある反面，雇用維持機能

もある。我が国で定着している新卒採用のしくみを

維持できるのも，定年制の存在が挙げられる。定年

制は公的年金の受給開始年齢と連動すべきであり，

65歳定年法制の実現を，中小企業から課していくべ

きではないだろうか。
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用施策のあり方。

35　労働政策審議会　労審発第645号（平成24年９月６日）

別添「今後の高年齢者雇用対策について」P3.
36　高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針

（平成24年厚生労働省告示第 560 号）指針第２の３関係。
37　高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改

正する法律附則第３項。

38　首相官邸（2018）「未来投資戦略2018」（平成30年６

月15日）具体的戦略P106．内閣官房（2019）「成長戦略
実行計画」P32.
39　内閣官房（2019）「成長戦略実行計画」P33.
40　内閣官房（2019）「成長戦略実行計画」P33.
41　大企業，中小企業約11,000社が回答。
42　2016（平成28）年９月設置。将来の経済成長に資す

る分野における投資を官民が連携して進め，未来への投

資の拡大に向けた成長戦略と構造改革の加速化を図るた

めの司令塔として開催された会議。内閣総理大臣を議長

とし，関係する国務大臣や有識者が参加。産業競争力会

議と未来投資に向けた官民対話を統合した会議体。2020

年10月９日に廃止され，成長戦略会議に引き継がれる。

43　令和２年法律第40号。

44　年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を

改正する法律（令和２年法律第40号，令和２年６月５日

公布）。

45　2023年４月施行。

46　この減額率の適用は2022年４月以降に60歳になる者。

この緩和により減額率は最大で24％となる見込。

47　厚生労働省（2020）「年金制度の機能強化のための

国民年金法等の一部を改正する法律の概要改正の要旨」

P5.
48　（同上）

49　（同上）

50　第138回労働政策審議会職業安定分科会（2020年１月

８日開催）「雇用保険部会報告資料」PP６～7.
51　首相官邸（2018）「未来投資戦略2018」（平成30年６

月15日）具体的戦略P105.，内閣官房（2019）「成長戦略
実行計画」P33.
52　従業員21人以上の企業232,059社からの報告。高年齢
者の雇用等に関する措置について，令和３年６月１日時

点での企業における実施状況等をまとめている。この集

計では，従業員21人～300人規模を「中小企業」，301人

以上規模を「大企業」と規定。

53　高齢・障害・求職者支援機構（2018）「定年延長，本

当のところ」図表３-２　1,840社の回答。
54　高齢・障害・求職者支援機構（2018）「定年延長，本

当のところ」図表３-10　P3.
55　総務省（2022）「令和３年　労働力調査年報」Ⅰ-B-第
７表。

56　総務省統計局（2022）「職業安定業務統計　一般職業

紹介状況　平成24年３月～令和４年６月　長期時系列表 

21 　職業別労働市場関係指標（実数）」。
57　日経コンサルティング（2021）2021年１月14日～21

日にかけて40歳～74歳を対象にインターネットにて調

査。回答2,368人。60歳 台72.8％，70歳台（74歳 まで）
0.5％。定年後就労経験者51.9％，定年後非就労者38.4％。
男性82.1％，女性17.9％。
58　高齢・障害・求職者支援機構（2019）「改訂版　定年

延長，本当のところ」図表３-31　P31.
59　高齢・障害・求職者支援機構（2019）「改訂版　定年

延長，本当のところ」図表４-４ P47.　複数回答で88.6％
の企業がモチベーションが向上したと回答。

60　労務行政研究所（2013）『65歳雇用時代の中・高年齢

層処遇の実務』

61　国立国会図書館（2019）「国家公務員の定年引上げを

めぐる議論」P９　『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1059
　国立国会図書館調査及び考査局

62　国家公務員法等の一部を改正する法律（令和３年法

律第61号）。2023（令和５）年４月１日施行。2023（令

和５）年度から国家公務員の定年60歳（原則）が２年に

１歳ずつ段階的に引き上げられ，2031（令和13）年度に

定年65歳（原則）となる。

63　高齢・障害・求職者支援機構（2019）「改訂版　定年

延長，本当のところ」図表５，図表６　P3.
64　厚生労働省が毎年調査する「高年齢者雇用状況等報

告書」。

65　同上
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